
　①文部科学省の定める年間標準時間数を確保するため、学期制の時間割を編成します。
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【２年】

　⑨下記の表のうち、網かけの部分が授業のある時間です。
　⑧クラブ活動、委員会活動を行う日は、５時限目終了後の休み時間を５分間延ばします。

　⑤５・６年生は、週２時間「外国語活動（外国語科）」を行います。
　④５・６年生で、週２時間程度「総合的な学習の時間」を行います。

【６年】

【１年】

【３年】

【５年】

【４年】

　②３・４年生で、週３時間程度「総合的な学習の時間」を行います。
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　⑦４年生は、委員会・クラブ活動のない木曜日は、教科にします。

　⑥５、６年生は、月１回木曜日の６時限目をクラブ活動・委員会活動
　　その他の時間は教科の時間にします。

　③３・４年生で、週１時間「外国語活動（英語）」を行います。


